
 

あきる野市自殺対策推進計画 資料 

 

 

（仮称）あきる野市自殺対策推進計画の構成（案）について 

 

 本計画の計画期間は５か年で、その構成は概ね以下を予定しています。 

 市の特徴や推進協議会、関係団体、民間団体等の意向や考えを反映した内容を盛り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 No.４ 

計画名「                           」 

 

1 はじめに 
 

2 計画策定の趣旨等 
 

3 あきる野市における自殺の現状 
 

4 計画の基本理念 
 

5 いのち支える自殺対策における取組（※施策体系に基づく施策・事業の内容） 
 

6 自殺対策の推進体制等 
 

7 資料編 

・計画策定の経緯、推進協議会委員名簿 

・自殺対策基本法、自殺総合対策大綱 

表１ 



 

あきる野市自殺対策推進計画 資料 

 

（仮称）あきる野市自殺対策推進計画の項目と、委員各位にご協力いただく内容 

 

計画の項目 ご協力いただく力内容【※協議会開催回】 

2 計画策定の趣旨等 【第２回】～【第５回】 

〇計画策定の趣旨等について、分かりやすく適切な表

現で記載されているかのご意見をいただきます。 

3 あきる野市における自殺の現状 【第２回】 

〇本市の現状について、分かりやすく適切な表現で

記載されているかのご意見をいただきます。 

4 計画の基本理念 【第３回】※骨子案の検討 

〇自殺対策計画骨子案に示された基本理念につい

て、ご意見をいただきます。 

【第４回】※素案の検討 

〇自殺対策計画素案に示された基本理念について、

改めてご意見をいただきます。 

【第５回】※最終案の検討 

〇パブリックコメントを踏まえた修正点がある場

合、ご意見をいただきます。 

5 いのち支える自殺対策における取組 【第３回】※骨子案の検討 

〇自殺対策計画骨子案に、ヒアリング等で委員各位

からいただいた意見を反映した施策・事業が入っ

ているか、委員各位の視点で必要な施策・事業が

入っているかの意見をいただきます。 

【第４回】※素案の検討 

〇自殺対策計画素案に盛り込む施策・事業について

の最終的なご意見をいただきます。 

【第５回】※最終案の検討 

〇パブリックコメントを踏まえた修正点がある場

合、ご意見をいただきます。 

6 自殺対策の推進体制等 【第４回】※素案の検討 

〇委員各位の組織・機関との連携・協力体制が適切

に表現されているかの意見をいただきます。 

【第５回】※最終案の検討 

〇パブリックコメントを踏まえた修正点がある場

合、ご意見をいただきます。 

 

表２ 


